
■株式会社ウツヰ サプライヤー行動規範

1,目的
この行動規範は、サプライヤーの皆様に当社の調達方針をご理解いただき
当社ともに持続可能で倫理的なサプライチェーンを構築することにご理解とご協力を
いただく事を目的としています。

サプライヤーの皆様におかれましては、基本原則に則った取り組みをお願いするとともに、
皆様のお取引先様に対しても同様の趣旨をご理解いただくことで、全てのサプライチェーンがともに
発展していけるようにご協力頂けますようお願い致します。

2,適用範囲
この規範は、当社お取引いただく全てのサプライヤーの皆様に適用されます。

(1)労働
労働者の人権を尊重し、尊厳をもって接します。

①強制労働に禁止
拘束、非人道的な囚人労働、奴隷または人身売買、その他あらゆる形態の
強制労働はさせないこと。また、全ての労働者の権利を守ること。

②若年労働者
児童労働の禁止。法で定められた最低雇用年齢に満たない児童に労働させないこと。
18歳未満の労働者(若年労働者)を夜勤や時間外勤務など、健康や安全が危険にさらされる
可能性がある業務に従事させないこと。

③労働
労働時間は、法で定められた上限をこえて労働させないこと。
労働時間、休日は適切に管理すること。

④賃金および福利厚生
労働者に支払われる報酬は、最低賃金、時間外労働、および法令で定められた福利厚生などの
賃金に関する法規制を遵守すること。

⑤差別、ハラスメントの禁止、人道的待遇
人種、肌の色、年齢、性別、国籍、障がい、妊娠、宗教、支持政党、社会的身分等による
差別およびハラスメントや虐待を行わないこと。

⑥結社の自由および団体交渉
関連法令を遵守したうえで、労働者の組合の結成、加入、団体交渉を行う権利を尊重すること。

(2)安全衛生
怪我や病気の発生率を最小に抑え、労働者の安全と健康を優先させた活動を行うこと。

①労働安全衛生
安全衛生上のリスクの特定および評価し、安全対策を行うこと。

②緊急時の備え



災害・事故などの緊急事態を特定、評価し、緊急時に備えること。
災害時に災害を防ぐ行動がとれるように教育訓練を行うこと。

③労働災害および疫病
労働災害および疫病を防止、管理・追跡および報告し、適切な対策と
是正措置を講じる事。

④産業衛生
労働者に安全で衛生的な作業環境を提供し、労働者健康と作業環境を
継続維持すること。

⑤身体的不可のかかる作業
労働者の身体に不可のかかる作業に対し、作業の危険性の特定、評価、管理し
適切な安全対策を講じること

⑥機械装置の安全対策
生産機械およびその他機械装置について、安全上の危険を評価し、適切な安全対策を講じること

⑦衛生設備
提供する設備(トイレ、照明、空調設備等)において衛生的な施設を提供すること

⑧安全衛生に関する連絡
安全衛生に関する情報とトレーニングの実施を、労働者が理解できる言語で実施すること

(3)環境
環境に配慮した製品を提供し、環境リスクを抑えるよう活動します

①環境許可と報告
関連法令に従い、事業に必要な許可書、および登録書を取得・維持し、その運用および
報告を行うこと

②汚染物質と省資源
汚染物質ならびに廃棄物は、最小限に抑えるか除去をすること
また、エネルギーの効率改善に努め、エネルギー消費量の削減活動に取り組むこと

③有害物質
人体や環境に対して有害な化学物質や廃棄物は、物質を特定し
安全な取り扱い、輸送、保管、使用、および廃棄を確実に行うこと

④固形廃棄物
固形廃棄物(有害物以外)の特定、管理、削減、廃棄またはリサイクルを行うこと

⑤大気への排出
関連法令を遵守し、有害な物質の大気への排出を削減に努めること

⑥資材の制限
製品および製造における特定に物質禁止または制限に関して全ての法規制
および顧客要求を遵守すること

⑦水の管理



関連法令を遵守し、水の使用量を削減すること。また、水汚染の
環境への排出を防止すること

⑧エネルギーの消費及び温室効果ガスの排出
エネルギー効率を改善し、エネルギーの消費及び温室効果ガスの排出量の
削減に取り組むこと

(4)倫理
社会的責任を果たし、高い水準の倫理を維持すること

①ビジネスインテグリティ
あらゆる種類の贈収賄、腐敗行為、恐喝、および横領を容認しないこと

②知的財産
サプライヤーや顧客から受領した情報や知的財産を保護すること

③公正なビジネス、広告、および競争
公正なビジネス、広告、競争を行うこと

④身元の保護と報復の禁止
内部通報者をした労働者やサプライヤーの情報保護、匿名性の確保すること
自社の従業員が報復の恐れがないようにすること

⑤プライバシー
法規制に従って、サプライヤー、顧客、消費者、労働者の個人情報を保護すること


